
 

人口対策庁内検討会議（H26.８～） 

第 1 回（8/28）・第 2 回（10/24）・第 3 回（11/19） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略（H26.12） 

 

地方版総合戦略策定のための手引き（H27.1） 

 

３－２ 国（都道府県）の総合戦略の勘案（抜粋） 

市町村の総合戦略は、国の総合戦略に加えて、都道府県の総合戦略も勘案の上、策定する必要

があります。 

３－３ 基本目標と基本的方向（抜粋） 

まずは、各地方公共団体における人口の現状と将来の展望（「地方人口ビジョン」）を踏まえた

上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一定のまとまりの政策分野ごとに、戦略の基本目

標を設定します。 

産業振興による働く場の創出・拡大 

■地場産業の振興 

■起業支援(創業支援) 

■企業立地の促進

■交流人口の拡大 

■若者などへの地元就労支援

 

子育て支援と教育の充実 

■子育て経費等の軽減 

■保育等に係る支援 

■子育て環境の整備 

■教育の充実 

そ の 他 

■結婚支援 

 

 

生活環境の整備 

■小樽への居住促進 

■交通アクセス（ＪＲ、バス）の充実 

■定住自立圏構想の推進 

■北海道新幹線・新小樽（仮称）駅まちづくり計画 

■人口減に対応したまちづくり 

■その他の生活環境整備

 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

東京圏への一極集中を是正するためには、若い世代の東京圏への転入超過を解

消し、地方において若い世代の安定した雇用を生み出す必要がある。 

 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる 

東京圏から地方への移住の促進、地方出身者の地元での就職率向上など、地方

への新しい「ひと」の流れづくりに取り組む必要がある。 

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりを推進する

ことで、安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を達成する必要がある。 

 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する 

まちの様態は地域ごとに異なるため、地域の課題は地域で解決する観点から、

「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する必要がある。 

 

（仮称）小樽市総合戦略（H27.10～） 

【基本目標Ⅰ】 

 小樽の強みを活かした産業振興と、 新たな人の流れの創出 

  
【重点戦略①】 『売り込むチカラ』 ※市長要望 

小樽の魅力を国内外に発信し、 ヒト・モノ・カネの流れをつくる 

 

【基本目標Ⅱ】 

 子育て世代をはじめ、全ての居住者に優しい、 生活利便性の向上 

  

【重点戦略②】 『呼び込むチカラ』 ※市長要望 

 安心して子育てできる環境をつくり、地域の教育力を向上させる 

【重点戦略③】 『住み込むチカラ』 ※市長要望 

 きめ細やかな住民サービスを行うことで、 地元定着を促す 

【基本目標Ⅲ】 

 札幌圏や北しりべし･ 後志地域における、広域的な観点での機能分担 

 

※市の重点戦略①・②・③に対応 

(仮称)小樽市総合戦略の構成 

人口対策庁内検討会議における議論と、『まち・ひと・しごと創生戦略』との関係を中心に整理 

平成 27年 9月 1日 

小樽市人口対策会議資料 

【資料１－１】 


